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１ 本ルールを適用する業務範囲 

本ルールは，当社エリアのエリア需給計画策定業務，計画に基づく平常時の需給運用・周波数調整業務お

よび事故等による異常時の需給運用・周波数調整業務に適用する。 

 

２ 目的 

全ての需要に電力を供給するにあたり，必要なエリア需給計画の策定，運転予備力や瞬動予備力の確保に

よって，安定的な需給運用・周波数調整を実現する。これにより電力の安定供給を図る。 

 

３ 業務の到達目標 

当社エリアの供給力と需要の均衡を保つことにより供給に支障をきたす状況となることを回避し，当社エ

リアにおける安定供給を維持する。また，当社エリアの負荷変動に応じ発電機出力等を調整し，周波数を標

準周波数に維持するよう努める。 

 

４ 基本方針 

「２ 目的」に記載のとおり安定的な需給運用・周波数調整を図るとともに，その業務遂行にあたっては，

以下の通り行為規制を遵守する。 

〇業務上知り得た託送供給及び発電量調整供給にかかわる情報について，当該業務以外の目的に利用，提

供しないこと。 

〇特定の電気供給事業者に対し不当に優先的な取扱いをし，もしくは利益を与え，または不当に不利な取

扱いをし，もしくは不利益を与えないこと。 

 

５ 準拠法令等 

５.１ 法令等 

(1)電気事業法 

・第１８条（供給義務等） 

・第２６条（電圧及び周波数） 

・第２８条（電気事業者相互の協調） 

・第２９条（供給計画） 

(2)電気事業法施行規則 

・第３８条（電圧及び周波数の値） 

・第３９条（電圧及び周波数の測定方法等） 

・第４６条（供給計画の届出） 

(3)電力広域的運営推進機関 業務規程および送配電等業務指針 

 

５.２ 法令等に基づいて作成する社内文書 

なし 
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６ 用語の定義 

(17)予備力契約事業者：当社と「電源Ⅰ周波数調整力および電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に関する契約書」 

を締結した者をいう。 

(18)調整力契約事業者：当社と「電源Ⅰ・Ⅱ調整力（kWh）の提供に関する契約書」を締結した者をいう。 

(19)電源Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅰ’，Ⅱ’ 

  電源Ⅰ ：一般送配電事業者があらかじめ確保する電源等 

   電源Ⅱ ：一般送配電事業者からオンラインでの調整ができる電源等 

 電源Ⅲ ：一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない電源等 

 電源Ⅰ’：猛暑（厳寒）Ｈ１対応のため，一般送配電事業者が電源Ⅰに追加的に確保する供給力等 

 電源Ⅱ’：当社と「電源Ⅱ’低速需給バランス調整力の提供に関する契約書」を締結した電源等 

(20)発電者：小売電気事業，一般送配電事業，特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気

を発電する者で当社以外の者をいう。 

(21)需要者：契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方となる者をいう。 

(22)小売事業者：消費者への電気の小売を行う事業者をいう。 

(23)発電契約者：一般送配電事業者との間で発電量調整供給契約を締結した者をいう。 

(24)ＲＰ：東京電力リニューアブルパワー株式会社をいう。 

(25)ＪＥＲＡ：株式会社ＪＥＲＡをいう。 

(26)ＪＥＲＡプラント運用センター：株式会社ＪＥＲＡ東日本支社プラント運用センターをいう。 

(1)当社：東京電力パワーグリッド株式会社をいう。 

(2)電力系統：発電所，蓄電所，変電所，開閉所および需要者とこれらを結ぶ電線路からなる電力設備網をいう。 

(3)当社系統：当社が運用する電力系統をいう。 

(4)当社エリア：当社が一般送配電事業者として供給する供給区域をいう。 

(5)他社エリア: 当社以外の一般送配電事業者の供給区域をいう。 

(6)広域ブロック：予備率均平化を行った後、同一予備率となる連系線の混雑がない一般送配電事業者の供給 

 区域の総称。 

(7)エリア需要  ：当社供給エリア内の需要。 

(8)エリア需給計画：当社エリアの需要及び供給力並びに調整力に関する計画。 

(9)自社需給計画 ：小売電気事業者が作成する需要調達計画および需給計画。 

(10)予備力：供給区域の調整力以外の電源等の発電余力と上げ調整余力を足したものをいう。 

(11)予備率：予備力と需要との比率。エリア予備率と広域予備率がある。 

(12)エリア予備率：一般送配電事業者が算出する,単独エリアでの予備率 

(13)広域予備率：広域的に供給力が確保されていることを確認する目的として電力広域的運営推進機関が算

出・公表する，広域ブロックの単位での予備率。 

(14)調整力：一般送配電事業者が，供給区域における周波数制御，需給バランス調整その他の系統安定化業務

に必要となる発電設備，電力貯蔵装置，ディマンドリスポンスその他の電力需給を制御するシステムその

他これに準ずるもの（但し，流通設備は除く。）の能力をいう。 

(15)上げ調整力：供給区域の需要に対して供給する電気が不足となった場合に対し，電気を供給又は需要を抑

制するための調整力をいう。 

(16)下げ調整力：供給区域の需要に対して供給する電気が余剰となった場合に対し，電気の供給を抑制又は需

要を増加するための調整力をいう。 
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(27)ＥＰ：東京電力エナジーパートナー株式会社をいう。 

(28)ＥＰ需給運用センター：東京電力エナジーパートナー株式会社経営改革本部運用部需給運用センターを 

いう。 

(29)ＦＩＴ：再生可能エネルギーを固定価格にて買い取る制度（Feed-in Tariffs） 

 (30)ＦＩＴ特例制度 

ａ ＦＩＴ特例制度①：ＦＩＴ法に定める再生可能エネルギー電気卸供給約款により供給を受ける小売電気

事業者および特定契約を締結している小売電気事業者において，一般送配電事業者に発電計画（翌日計

画）の作成を希望する制度。 

ｂ ＦＩＴ特例制度②：ＦＩＴ法に定める再生可能エネルギー電気卸供給約款により供給を受ける小売電気

事業者および特定契約を締結している小売電気事業者において，発電計画（翌日計画）を特例バランシ

ンググループにて作成する制度。 

ｃ ＦＩＴ特例制度③：ＦＩＴ法に定める特定契約を締結している一般送配電事業者において，発電計画（翌

日計画）を作成し，卸電力取引市場を経由して小売電気事業者へ電気を供給する制度をいう。 

(31)給電所：電力系統の給電指令機関であり，具体的には中央給電指令所，地方給電所，および 22kV 系統の給

電運用を担当する制御所制御グループをいう。 

(32)給電指令範囲：中央給電指令所(基幹・都心)，地方給電所，および制御所の制御グループが直接給電指令

を担当する電力系統をいう。 

(33)担当給電所：各々の発・送・変電設備を給電指令範囲として担当する給電所をいう。 

(34)調整給電所：系統分離事故時において，分離系統の周波数調整を担当する給電所をいう。 

(35)瞬動予備力：負荷変動および電源脱落時の周波数低下に対して即時に応動を開始し，急速に出力を増加し，

少なくとも運転予備力が発動されるまでの時間，継続して発電可能な供給力。 

(36)運転予備力：即時に発電可能なもの，および短時間で起動して負荷をとり待機予備力が起動して負荷をと

る時間まで継続して発電可能な供給力。 

(37)待機予備力：起動から全負荷をとるまでに数時間程度を要する供給力。 

(38)標準周波数：電力系統の運転の基準となる周波数をいう。当社の標準周波数は５０Ｈｚ。 

(39)定周波数制御方式（ＦＦＣ：Flat Frequency Control）：系統周波数の標準周波数からの偏差を検出し，そ

の偏差を零に近づけることを目標に電源等の出力を制御する方式 

(40)長周期広域周波数調整：供給区域の下げ調整力が不足し又は下げ調整力が不足するおそれのある場合に，

連系線を介して他の一般送配電事業者の調整力を活用して行う周波数調整。 

(41)下げ代不足融通：供給区域の下げ調整力が不足，又は不足するおそれのある場合に，電力広域的運営推進

機関の指示に基づいて行う一般送配電事業者間の融通。 

(42)需給ひっ迫融通：供給区域の需給がひっ迫，又はひっ迫のおそれがある場合に，電力広域的運営推進機関

の指示に基づいて行う一般送配電事業者間の融通。 

(43)発電所の運転出力調整方式 

ａ  パターン運転方式：あらかじめ定めた運転計画に従って出力調整する運転方式。 

ｂ  自動出力制御運転方式：中央給電指令所の需給自動制御装置からＤＰＩ指令値，ＤＰＣ指令値，ＡＦＣ

指令値，運転台数等の制御信号を各発電所に送信し，自動または手動で出力調整する運転方式。 

(a)運転基準出力表示方式（ＤＰＩ：Dispatching Power Indicator） 

中央給電指令所の需給自動制御装置から出力指令値を各発電所に送信し，本方式の発電所は出力指令

表示器を確認して手動で発電機出力を設定して制御する運転方式。この方式による電源等の運転をＤＰ
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Ｉ運転という。 

(b)運転基準出力制御方式（ＤＰＣ：Dispatching Power Control） 

中央給電指令所の需給自動制御装置から出力指令値を各発電所に送信し，本方式の発電所は自動出力

制御装置（以下，ＡＰＦＣ：Automatic Power and Frequency Control）を介して自動で電源等の出力を

制御する運転方式。この方式による発電機の運転をＤＰＣ(ＥＤＣ)運転という。（ＥＤＣ：Economic load 

Dispatching Control の同義語） 

(c)自動周波数制御方式（ＡＦＣ：Automatic Frequency Control） 

時々刻々の負荷変動を周波数偏差として検出し，周波数を標準周波数に復するよう計算されたＡＦＣ

信号を，中央給電指令所の需給自動制御装置から各発電所に送信し，発電所のＡＰＦＣを介して自動で

発電機出力を制御する運転方式。この方式による電源等の運転をＡＦＣ運転という。（ＬＦＣ：Load 

Frequency Control の同義語） 

(d)ＤＰＣ＋ＡＦＣ運転 

ＤＰＣ運転とＡＦＣ運転の組合せ。 

(44)時差：系統周波数の標準周波数からの偏差積分値を時間に換算したもの。 

(45)ガバナ・フリー：周波数に応じて，調速機により火力発電機のタービン蒸気加減弁または水力発電機の水

車ガイドベーンの開度が調整され，電源等の出力が制御される運転方式 

(46)ＯＬＲ（Over Load Relaying scheme）：過負荷保護継電器 

 (47)経過措置計画：2016 年度長期利用計画策定分を対象に付与される経過措置を受けるための計画 

(48)電力貯蔵装置：蓄電池等をいう。 

(49)インバランスネッティング：エリア間のインバランス想定量の発生方向が逆の場合に，それらの量を 

  相殺することで，調整力の発動量を減少させること 

(50)広域メリットオーダー：各一般送配電事業者が調達した調整電源等（ＧＣ後における発電余力含む）が発 

動した場合のコストが最も安価となるように，ｋＷｈ単価に基づき安価なものから調整力を発動すること。 

(51)需給調整市場：一般送配電事業者が電力供給区域の周波数制御，需給バランス調整を行うために必要とな

る調整力について，広域的な調達を行う市場のこと。 

(52)配電事業：自らが維持・運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調

整供給を行う事業であって，省令で定める要件に該当するもの。 

(53)特定卸供給事業（アグリゲーター）：電気の供給能力を有するもの（発電事業者を除く）に対し、発電又は

放電を指示する方法等により集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電

事業の用に供するための電気として供給する事業者をいう。 
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７ 業務手順 

７.１ 全体の業務手順 

需給運用・周波数調整に関する業務手順を以下に示す。  
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７.２ エリア需給計画策定に伴う計画の提出手順 

エリア需給計画の策定に伴い各契約者から提出される計画の提出手順および当社が行うエリア需給計画の

策定の業務手順を以下に示す。 

(1) 年間（第１～第２年度）・月間・週間・翌日（※）・当日計画 

 

※ＦＩＴ特例制度①の翌日計画策定フローは，(2) ＦＩＴ特例制度①を適用する場合の業務手順（翌日計画）に

示す。 

※ＦＩＴ特例制度③の計画策定フローは，(3) ＦＩＴ特例制度③を適用する場合の業務手順（年間，月間，週間，

翌日計画）に示す。 

※経過措置計画対象銘柄の発電販売計画・需要調達計画および経過措置計画関係の計画策定フローは，(4) 経過

措置計画対象銘柄の発電販売計画・需要調達計画および経過措置計画を適用する場合の業務手順に示す。 

※電源Ⅱ’発動フローは，(5) 電源Ⅱ’を適用する場合の業務手順（翌日計画）に示す。 
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(2)ＦＩＴ特例制度①を適用する場合の業務手順（翌日計画） 

  

  

 (3) ＦＩＴ特例制度③を適用する場合の業務手順（年間，月間，週間，翌日計画） 

 

※市場閉鎖時においては，原則として前日 10 時迄に一般送配電事業者から電気供給を希望する小売電気事業者の

みに計画値を通知する。（任意割付） 
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 (4) 経過措置対象銘柄の発電販売計画・需要調達計画および経過措置計画を適用する場合の業務手順 

 

 

 (5) 電源Ⅱ ’を適用する場合の業務手順（翌日計画） 
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８ 需給運用 

８.１ 需給計画 

８.１.１ 計画断面および計画策定箇所 

系統運用部および中央給電指令所は，当社が電源Ⅰとして調達した電源等の設備諸元，作業停止計画等

や需給調整市場で調達した調整力に加え、発電事業者・小売電気事業者が電力広域的運営推進機関へ提出

した各種計画をもとに，当社のエリア需要に対するエリア需給計画を策定する。計画にあたり計画策定箇

所は，安定供給および効率的な需給運用のために，必要により当社が電源Ⅰとして調達した電源等の作業

停止計画等について調整を行う。  

エリア需給計画は，以下の各断面について作成する。 

計画断面 計画対象期間 策定期限 計画策定箇所 

年間計画 第１～第２年度 毎年３月 25 日 系統運用部 

月間計画 翌月，翌々月 毎月 25 日  

 

中央給電指令所 
週間計画 翌週，翌々週 毎週木曜日 

翌日計画 翌日 毎日 17 時 30 分 

当日計画 当日 実需給 1 時間前（毎 00 分，

30 分） 

経過措置計画対象銘柄および FIT 特例制度③に関する計画は，以下の各断面について作成する。 

計画断面 計画対象期間 策定期限 計画策定箇所 

年間計画 第１～第２年度 毎年 10 月末日 系統運用部 

月間計画 翌月，翌々月 毎月 1 日  

中央給電指令所 
週間計画 翌週，翌々週 毎週水曜日 10 時 

翌日計画 翌日 毎日 12 時 

FIT 特例制度①に関する計画は，以下の各断面について作成する。 

計画断面 計画対象期間 策定期限 計画策定箇所 

翌日計画 翌日 前々日 16 時，前日 6 時 中央給電指令所 

 

８.１.２ エリア需給計画策定に伴う各種計画 

(1)計画策定の諸元 

エリア需給計画策定に用いる諸元は以下の通り。 

ａ 発電量調整供給の発電契約者（発電事業者等） 

ｂ 託送供給の契約者〔計画値同時同量〕（小売電気事業者） 

ｃ 託送供給の契約者〔実同時同量〕（小売電気事業者） 

ｄ 当社の需要想定担当部門 

ｅ 当社に電力を供給する予備力契約事業者・調整力契約事業者 

ｆ 経過措置計画対象銘柄および FIT 特例制度③に関する計画（一般送配電事業者） 



12 

ｇ FIT 特例制度①に関する計画（一般送配電事業者） 

ｈ 需給調整市場の約定結果 

 

 (2)各種計画および諸元と内容 

計画の提出者（(1)ａ,ｂ,ｃ）は，以下に示す各計画断面における必要な計画を電力広域的運営推進

機関経由で当社に提出する。計画の提出者（(1)ｄ）は，年間計画断面における必要な計画を系統運用

部経由で電力広域的運営推進機関に提出する。諸元の提出者（(1)ｅ）は，以下に示す計画断面におけ

る必要諸元を発電契約者経由で系統運用部に提出する。中央給電指令所は，発電契約者が提出する発電

販売計画，発電設備等の作業停止計画を系統運用部および関係する給電所に提供する場合は，発電契約

者名をマスキング（もしくは符号化）する。ただし，流通設備の作業停止等に伴う発電設備等の出力抑

制・停止等，運用上必要な場合は，当該契約者の同意を前提に，担当給電所へ提供する際の発電契約者

名のマスキング（もしくは符号化）は不要とする。また，計画策定箇所は，以下に示す内容以外の計画

諸元・追加データが必要な場合には，理由を説明の上，対象者に提出を求める。 

なお，提出された計画および諸元については，エリア需給計画策定の諸元にするとともに，当社エリ

ア内における予想潮流状況を把握し，当社エリアの安定運用が可能なことを確認するための業務にも使

用する。 

 

提出者 諸元と内容 

(1)a に該当する者 

 

a 年間計画時・月間計画時 

提出対象（年間：各月平休日別 ，月間：各週平休日別） 

(a)発電計画（販売計画の最大値及び最小値発生時の供給電力） 

(b)販売計画（販売電力の最大値及び最小値） 

(c)調達計画（販売計画の最大値及び最小値発生時の調達分の計画値） 

(d)発電機作業停止計画（作業開始・終了日時，停止内容，試運転計画など） 

b 週間計画時 

(a)発電計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の供給電力） 

(b)販売計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の販売電力） 

 (c)調達計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の調達分の計画値） 

(d)発電機作業停止計画（作業開始・終了日時，停止内容，試運転計画など） 

c 翌日計画時・当日計画時 

(a)発電計画（30 分ごとの供給電力量） 

(b)販売計画（30 分ごとの販売分の計画値） 

 (c)調達計画（30 分ごとの調達分の計画値） 

(d)発電機作業停止計画（作業開始・終了日時，停止内容，試運転計画など） 
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提出者 諸元と内容 

(1)ｂに該当する者 

 

a 年間計画時・月間計画時 

提出対象（年間：各月平休日別 ，月間：各週平休日別） 

 (a)需要計画（需要電力の最大値及び最小値） 

 (b)調達計画（需要電力の最大値及び最小値発生時の調達分の計画値） 

 (c)販売計画（需要電力の最大値及び最小値発生時の販売分の計画値） 

b 週間計画時 

 (a)需要計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の需要電力） 

 (b)調達計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の調達分の計画値） 

 (c)販売計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の販売分の計画値） 

c 翌日計画時・当日計画時 

 (a)需要計画（30 分ごとの需要電力量） 

 (b)調達計画（30 分ごとの調達分の計画値） 

(c)販売計画（30 分ごとの販売分の計画値） 

(1)ｃに該当する者 a 年間計画時・月間計画時 

提出対象（年間：各月平休日別 ，月間：各週平休日別） 

 (a)需給計画  

需要電力（需要電力の最大値及び最小値） 

    供給電力（需要電力に対する供給電力） 

 (b)発電計画（需要電力の最大値及び最小値発生時の供給電力） 

b 週間計画時 

 (a)需給計画  

需要電力（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の需要電力） 

   供給電力（需要電力に対する供給電力） 

 (b)発電計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の供給電力） 

c 翌日計画時・当日計画時 

(a)需給計画  

需要電力（30 分ごとの需要電力量） 

    供給電力（需要電力に対する供給電力） 

 (b)発電計画（30 分ごとの供給電力量） 

 

(1)ｄに該当する部

門 

a 年間計画時・月間計画時以降（注） 

第１～第２年度の月別の当社のエリア需要想定 

(注)月間計画における週別想定以降は，年間計画における各月の需要想定およ

び気象情報などを参考に計画策定箇所が当社のエリア需要想定を行う。 
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提出者 諸元と内容 

(1)ｅに該当する

者 

ａ 年間計画時（第１年度） 

 ・第１年度の月別の当社の調整力確保計画に関する諸元 

該当の発電所またはユニット毎の出力変化速度，ガバナ・フリー量等の調整力確

保計画に関する諸元。 

(1)ｆに該当する

者 

ａ 年間計画時・月間計画時 

提出対象（年間：各月平休日別 ，月間：各週平休日別） 

(a)発電販売計画 

①発電計画（販売計画の最大値及び最小値発生時の供給電力） 

②販売計画（販売電力の最大値及び最小値） 

③調達計画（販売計画の最大値及び最小値発生時の調達分の計画値） 

(b)需要調達計画 

①需要計画（需要電力の最大値及び最小値） 

②調達計画（需要電力の最大値及び最小値発生時の調達分の計画値） 

 ③販売計画（需要電力の最大値及び最小値発生時の販売分の計画値） 

ｂ 週間計画時 

(a)発電販売計画 

①発電計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の供給電力） 

②販売計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の販売電力） 

 ③調達計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の調達分の計画値） 

(b)需要調達計画 

①需要計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の需要電力） 

 ②調達計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の調達分の計画値） 

 ③販売計画（広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の販売分の計画値） 

ｃ 翌日計画時 

(a)発電販売計画 

①発電計画（30 分ごとの供給電力量） 

②)販売計画（30 分ごとの販売分の計画値） 

 ③調達計画（30 分ごとの調達分の計画値） 

(b)需要調達計画 

①需要計画（30 分ごとの需要電力量） 

 ②調達計画（30 分ごとの調達分の計画値） 

③販売計画（30 分ごとの販売分の計画値） 

(注)経過措置計画対象銘柄に関する計画は発電販売計画・需要調達計画が対象，

FIT 特例制度③に関する計画は発電販売計画が対象。 

 

提出者 諸元と内容 

(1)ｇに該当する

者 

ａ 翌日計画時 

 FIT 特例制度①に関する発電計画を作成。 
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(1)ｈに該当する

者 

ａ週間計画時 

 需給調整市場三次①の約定結果。 

ｂ翌日計画時 

 需給調整市場全商品の約定結果。 

 

(3)各種計画および諸元の提出時期 

計画および諸元提出者は各計画断面において以下に示す時期に各種計画および諸元を提出する。 

計画断面 提出時期 

年間計画 ｏ第(1)項ａ,ｂ,ｃ,ｆで定める提出者は，第１～第２年度の各種計画を毎年 10 月末日

までに提出する。 

ｏ第(1)項ｄで定める提出者は，第１～第２年度の当社のエリア需要想定を毎年２月１

日までに提出する。 

ｏ第(1)項 e で定める提出者は，第１年度の諸元を当該年度開始前までに発電契約者を

経由して系統運用部に提出する。 

月間計画 ｏ第(1)項ａ,ｂ,ｃ,ｆで定める提出者は，翌月分，翌々月分の各種計画を毎月１日ま

でに提出する。 

週間計画 ｏ第(1)項ａ,ｂ,ｃ,ｆで定める提出者は，翌週分，翌々週分の各種計画を毎週水曜日

10 時までに提出する。 

翌日計画 ｏ第(1)項ａ,ｂ,ｃ,ｆで定める提出者は，翌日分の各種計画を毎日 12 時までに提出す

る。 

ｏ第(1)項ｇで定める提出者は，翌日分の発電計画を前々日 16 時および前日 6 時まで

に提出する。 

当日計画 ｏ第(1)項ａ,ｂ,ｃで定める提出者は，翌日計画策定後に設備トラブル等により計画に

変更があった場合は，下記により計画策定箇所へすみやかに各種計画を提出する。 

ａ,ｂ：30 分ごとの実需給の開始時刻の１時間前 ， ｃ：随時 

（注）第(1)項ａで定める提出者が提出する計画のうち電源等の並解列に関する運転曲線については需給計

画策定時に中央給電指令所が並解列日時を指定するものであり，上記提出時期にかかわらず提出を

求める。 

 

(4)計画変更 

計画の提出者は，当社エリアの運用に影響を与える諸元に変更を生じた場合，あるいは当社系統の送

変電設備の故障，作業停止等，当社エリアの安定運用に支障を与える事由による調整で変更を生じた場

合に，すみやかに変更した計画を電力広域的運営推進機関経由で当社に提出する。中央給電指令所は，

発電契約者が提出する発電販売計画，発電設備等の作業停止計画を系統運用部および関係する給電所に

提供する場合は，発電契約者名をマスキング（もしくは符号化）する。ただし，流通設備の作業停止等

に伴う発電設備等の出力抑制・停止等，運用上必要な場合は，当該契約者の同意を前提に，担当給電所

へ提供する際の発電契約者名のマスキング（もしくは符号化）は不要とする。 
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８.１.３ エリア需給計画の策定 

(1)需要想定 

計画策定箇所は，電力広域的運営推進機関において審議された当社のエリア需要想定をもとに，計画

策定に必要なエリア需要を想定する。 

 

(2)計画策定内容 

計画策定箇所は提出された各種計画をもとに,以下の内容およびその他需給状況により必要な内容の

エリア需給計画を策定する。 

 

計画断面 計画内容（エリア需給計画） 

年間計画 

（第１～第２年度） 

・各月平休日別の需要電力の最大値及び最小値（当社の需要想定

担当部門が策定） 

・需要電力に対する供給力 

・需要電力に対する予備力 

月間計画 

（翌月，翌々月） 

・各週平休日別の需要電力の最大値及び最小値 

・需要電力に対する供給力 

・需要電力に対する予備力 

・需要電力に対する調整力必要量（上げ），調整力確保量（上げ）

及び調整力確保量（下げ） 

週間計画 

（翌週，翌々週） 

・広域機関が指定する 2 点の時刻の日別の需要電力 

・需要電力に対する供給力 

・需要電力に対する予備力 

・需要電力に対する調整力必要量（上げ），調整力確保量（上げ 

及び調整力確保量（下げ） 

翌日計画 

（翌日） 

・翌日（当日）の 30 分ごとの需要電力 

・需要電力に対する供給力 

・需要電力に対する予備力 

・需要電力に対する調整力必要量（上げ），調整力確保量（上げ）

及び調整力確保量（下げ） 

当日計画 

（当日） 

（注）年間，月間のエリア需給計画における最大電力は最大３日平均電力を原則とする。 

 

(3)停止調整 

発電設備等および流通設備の作業停止計画の調整については，「電気工作物作業停止取扱ルール」によ

る。 
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(4) 電力広域的運営推進機関へのエリア需給計画の提出 

エリア需給計画策定箇所は，電力広域的運営推進機関が行う全国需給予想の公表のため，エリア需給

計画（年間計画，月間計画，週間計画，翌日計画，当日計画）を電力広域的運営推進機関に提出する。 

 

 提出する 

計画内容 

年間計画 

(第１～第２年度) 

月間計画 

（翌月，翌々月） 

週間計画 

（翌週，翌々週） 

翌日計画 当日計画 

 提出期限 毎年 3 月 25 日 毎月 25 日 毎週木曜日 毎日 17 時 30 分 30 分ごとの実需

給の開始時刻の 1

時間前 

提
出
内
容 

エリア 

需要電力 

各月平休日別の需

要電力の最大値及

び最小値 

各週平休日別の

需要電力の最大

値及び最小値 

広域機関が指定

する 2 点の日別

の需要電力 

翌日の３０分毎

の需要電力 

当日の３０分毎

の需要電力 

エリア 

供給電力 

需要電力に対する

供給電力 

需要電力に対す

る供給電力 

需要電力に対す

る供給電力 

需要電力に対す

る供給電力 

需要電力に対す

る供給電力 

エリア 

予備力 

需要電力に対する

予備力 

需要電力に対す

る予備力 

需要電力に対す

る予備力 

需要電力に対す

る予備力 

需要電力に対す

る予備力 

エリア 

調整力 

 

 

－ 

需要電力に対す

る調整力必要量

（上げ），調整力

確保量（上げ）

及び調整力確保

量（下げ） 

需要電力に対す

る調整力必要量

（上げ），調整力

確保量（上げ）及

び調整力確保量

（下げ） 

需要電力に対す

る調整力必要量

（上げ），調整力

確保量（上げ）及

び調整力確保量

（下げ） 

需要電力に対す

る調整力必要量

（上げ），調整力

確保量（上げ）及

び調整力確保量

（下げ） 

※報告は送電端電力とする 

 

(5) エリア需給計画策定にあたっての留意事項 

計画策定箇所は，以下を考慮の上エリア需給計画を作成する。 

・供給予備力・運転予備力・瞬動予備力の必要量確保 

・送電系統の信頼度確保 

・電源・送変電設備の点検・補修・試験等の円滑実施 

・当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約をしている電源等、需給調整市場の調達電源等の効率運用 

・他の電気事業者との広域需給運用  など 

 

８.２ 運転予備力の確保 

(1)基本的考え方 

中央給電指令所は，当社エリアの電力系統の供給信頼度を確保するため，以下の項目を考慮し，原則

として，当該日の最大電力に対してあらかじめ５％以上の運転予備力の確保に努める。 

・ 気温予想誤差などによる最大電力予測差 

・ 自然変動電源の予測誤差 
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・ 電力系統の故障による電源等の停止または電源等自体の故障停止（例えば，当社エリアの最大

電源ユニット相当量の電源等故障） など 

また，当日の需給運用において最大電力予測差は週間計画・翌日計画に比べ通常小さくなることから，

少なくとも最大電源ユニット相当量を当日の運転予備力として確保することに努める。 

なお，中央給電指令所は，梅雨の中休みなどに見られる天候急変による需要変動や電力系統に塩害，

雷害，雪害等の故障が発生する懸念がある場合に，運転予備力の増加に努める。 

 

(2)運転予備力の保有方法 

中央給電指令所は，当社が電源Ⅰ及び需給調整市場で調達した電源等と電源Ⅱ契約の余力を用いて運

転予備力を保有することに努め，運転予備力の保有にあたっては，出力変化速度，調整容量など機器の

特性，燃料種別など需給運用の経済性も考慮し，具体的には以下のとおりとする。 

・部分負荷運転中の電源Ⅱの余力 

・電源Ⅰ,Ⅱで停止待機中の水力発電機(揚水発電機を含む) 

・需給調整市場により調達した電源等 

 

(3)供給力および運転予備力の増加対策 

月間，週間，翌日，当日の計画において，供給力および運転予備力の増加対策が必要な場合には中央

給電指令所は関係箇所と協議し，以下により実施する。 

ａ 月間エリア需給計画および週間エリア需給計画作成時 

・当社が電源Ⅰとして調達した電源等作業の見直し 

・電源等の出力抑制を伴う作業（送変電設備を含む）の見直し 

ｂ 翌日及び当日エリア需給計画作成時 

・待機予備力の追加並列（停止待機中の火力電源等が該当） 

・当社が電源Ⅰとして調達した電源等の作業の中止 

・電源等の出力抑制を伴う作業（送変電設備を含む）の中止 

・需給調整市場のΔｋＷ約定量が必要量に満たなかった場合、取引会員にΔkＷ供出協力を依頼 

 

８.３ 瞬動予備力の確保 

(1)基本的考え方 

中央給電指令所は，瞬時性の需要変動や発電機の故障など極めて短時間内に生じる需給アンバランス

に対応するため，原則として系統容量に対して３％程度の瞬動予備力の確保に努める。 

(2)瞬動予備力の保有方法 

中央給電指令所は，以下により瞬動予備力を保有することに努める。 

・当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約している電源等のガバナ・フリー（ＧＦ）運転分 

・直流連系設備の緊急融通分 

・当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約している揚水式発電所の電源等の揚水運転時における揚水遮断など 

８.４ 平常時の需給運用 

中央給電指令所は，送電系統安定維持のため必要と判断される場合に，当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約をし

ている電源等,需給調整市場の調達電源等を用いて、以下を実施する。 
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・小売発電事業者のインバランス補給等の需給バランス調整 

・出力調整による送電系統の潮流調整 

・大容量電源脱落事故などに備えた揚水式発電所の揚水運転 

・系統の電圧安定性維持および系統安定度を考慮した運用 

・系統事故発生時の故障電流抑制のための電源等の停止 

 

８.５ 優先給電指令の考え方 

中央給電指令所は，年末年始，ゴールデンウィーク期間および休日などの軽負荷時ならびに豊水時，長

期固定電源(原子力，水力(除く，揚水式)および地熱発電所)の発電出力抑制を回避する目的のため，必要

な場合には優先給電指令を行う。以下に，優先給電指令の考え方を定める。 

 

(1) 下げ代不足時の措置 

下げ代不足時の長期固定電源出力抑制の回避措置の順序については、送配電等業務指針に則り、以

下のとおりとする。 

ａ 電源Ⅰ及び電源Ⅱの出力抑制（揚水運転・電力貯蔵装置の充電含む） 

ｂ 電源Ⅲの出力抑制（揚水運転・電力貯蔵装置の充電含む） 

ｃ 長周期広域周波数調整 

ｄ バイオマスの専焼電源の出力抑制 

ｅ 地域資源バイオマス電源（地域に賦存する資源（未利用間伐材等のバイオマス，メタン発酵ガ

ス，一般廃棄物）を活用する発電設備）の出力抑制 

ｆ 自然変動電源（太陽光・風力）の出力抑制 

ｇ 電力広域的運営推進機関に対する下げ代不足融通指示の要請 

ｈ 長期固定電源の出力抑制 

 

なお，出力抑制の対象となる発電設備の選定にあたっては、事業者間の公平性に配慮すること。 

 

(2)電源等の出力抑制・停止時の考慮事項 

電源等の出力抑制に際しては，事後の運用に支障が生じないように，常に完全に停止させるのではな

く，最低負荷限度相当に抑制する等の措置を行う。ただし，電源等の停止が可能な場合は，必要に応じ

停止する。 

なお，抑制または停止の指令を行う際には，以下の点を考慮する。 

 

・周波数調整に必要な調整容量の確保 

・送変電設備の運用容量超過を防ぐための発電力調整による送電系統の潮流調整 

・LNG 基地の BOG 処理に必要な LNG 火力の最低出力確保 

・軽負荷時後の需要増加に対応する電源等を並列するための補助蒸気確保 

・個別の電源等の出力変化速度，燃料種別，抑制可能量 など 

 

(3)下げ代不足時における融通の申し出 

中央給電指令所は，「(1)下げ代不足時の措置」のｂまで実施しても下げ代不足が解消されない場合，

送配電等業務指針に則り，長周期広域周波数調整を電力広域的運営推進機関に申し出る。 
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「(1) 下げ代不足時の措置」のｆまで実施しても下げ代不足が解消されない場合は，送配電等業務指針

に則り，下げ代不足融通指示を電力広域的運営推進機関に要請する。 

 

(4)自然変動電源の出力抑制を行った場合の説明 

 中央給電指令所は，「(1)下げ代不足時の措置」のｆを行った場合，電力広域的運営推進機関に対し，以下

のａ～ｃは速やかに，ｄは翌年度 4 月末日までに説明を行うと共に，その裏付けとなる資料を提出する。 

 

ａ 自然変動電源の出力抑制に関する指令を行った時点で予想したエリア需給状況 

ｂ 「(1)下げ代不足時の措置」のａ，ｂの具体的内容 

ｃ 自然変動電源の出力抑制を行った必要性 

ｄ 自然変動電源の出力抑制を実施した年間実績及び内容 

 

  (5)出力抑制等を行った場合の発電契約者等に対する説明 

    中央給電指令所は，「(1)下げ代不足時の措置」のｂｄｅｆを給電指令により行う際には，給電指令を受

ける発電契約者等に対し，事前に以下ａ～ｃについて説明を行う。但し，緊急時おいては，事後速やかに

説明を行う。 

 

ａ 給電指令を行った時点でのエリア需給状況の見込み 

ｂ 給電指令の具体的内容 

ｃ 給電指令を行う必要性  

 

  (6)出力抑制等を行った場合の電力広域的運営推進機関への報告 

 中央給電指令所は，「(1)下げ代不足時の措置」のｂｄｅｆを給電指令により行った場合，事後速やかに

電力広域的運営推進機関へ「(5)出力抑制等を行った場合の発電契約者等に対する説明」ａ～ｃについて説

明を行う。 

 

８.６ 需給ひっ迫時の措置 

８.６.１ 需給ひっ迫時の措置 

中央給電指令所は，渇水，故障および異常高・低温による高需要等により，運転予備力（「10.２運転予

備力の確保」参照。）が不足し需給がひっ迫，またはひっ迫が予想される場合，需給の均衡を確保するため，

需要動向（需要の増加度合い）や気象状況の変化などをみながら，以下の処置を行い，運転予備力の確保

に努める。 

また，広域予備率 8 ％未満となる場合，電源Ⅰ’発動，電源Ⅱ火力電源の増出力運転を広域ブロック単位

で行う。 

 

(1)供給力の確保 

・待機予備力の追加並列（停止待機中の火力電源等が該当） 

・電源等の出力抑制を伴う作業(送変電設備を含む)の中止 

・電源Ⅰの電源等の作業の中止 

・火力電源等の増出力運転 



21 

・電源Ⅰﾎﾟﾝﾌﾟ原資市場調達 

 電源Ⅱ余力減少に伴い，電源Ⅰ上池水量が減少する場合に，調整力契約事業者に対してﾎﾟﾝﾌﾟ原

資用の市場調達を依頼する。 

・電源Ⅱ事前予約 

 再エネ予測誤差に伴い十分な調整力が確保できない場合，原則スポット市場後において，電源Ⅱ

余力の市場供出を制限する。 

・電源Ⅰ’の発動 

・電源Ⅱ’の通告 

・電力広域的運営推進機関への指示の要請 

需給ひっ迫融通の受電 

 

(2)需要抑制，負荷遮断の実施 

(1)の処置を行っても供給力が不足する場合，需要者に対して需要抑制や負荷遮断を行う。 

ただし，時間的余裕のない場合などにはすべての対策が完了する前に需要抑制や負荷遮断を実施できる。 

なお，需要抑制や負荷遮断の実施にあたっては，社会的影響を考慮するとともに，すべての事業者を公 

平に扱う。 

 

(3)電力広域的運営推進機関の指示に基づく対応を行った各事業者への連絡 

中央給電指令所は、需給ひっ迫が解消した後、速やかに当該の発電者、需要者、発電契約者に対して、

当該措置を講じた理由を説明する。 

 

８.６.２ 需給ひっ迫融通の受電 

(1)電力広域的運営推進機関への指示の要請 

中央給電指令所は，供給力の確保，調達などに努めるものの，当日の最大電力に対して運転予備力が

３％を下回った場合，あるいは下回ると予想される場合に，必要により送配電等業務指針に則り、需給

ひっ迫融通の指示を電力広域的運営推進機関に要請する。 

 

(2) 需給ひっ迫融通指示を要請した場合のデータ提供 

中央給電指令所は，需給ひっ迫融通を受電後，電力広域的運営推進機関よりデータの提供を求められ

た場合は，必要なデータを提供する。 

データ内容や算定根拠などについて電力広域的運営推進機関が説明を求めた場合には，必要な説明を

行う。 

（提供データ例） 

・需給バランス（例えば，融通要請時点での予想需給バランス，融通受給後の実績需給バランス） 

・需給ひっ迫時に実施した供給力対策の内容 など 

 

 

 

 

電源Ⅰを除く電源等作業の中止、水力発電機の運転パターンの変更および調整 など 
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８.７ 広域需給運用 

電気事業者間において，電力系統の安定維持を図り，需要に対する供給の継続，環境保全，エネルギーセ

キュリティなどの公益的課題を達成するため，中央給電指令所は誠意をもって当社以外の電気事業者への協

調を行う。 

当社以外の一般送配電事業者が長周期広域周波数調整の申し出、下げ代不足融通指示の要請・需給ひっ迫

融通指示の要請を電力広域的運営推進機関へ行った場合の対応は以下による。 

(1) 長周期広域周波数調整の申し出・下げ代不足融通指示の要請を電力広域的運営推進機関へ行った場合 

長周期広域周波数調整・下げ代不足融通を受電する場合、中央給電指令所は「８.５(2)電源等の出力

抑制・停止時の考慮事項」を考慮し， 

・発電力より需要と揚水動力の合計が下回らないこと 

・揚水動力の継続により揚水式発電所のダム（上部・下部）の貯水量が貯水容量を超過しないこと 

などの条件を満たした上で協力する。 

 (2)需給ひっ迫融通指示を電力広域的運営推進機関へ要請した場合 

需給ひっ迫融通を送電する場合，中央給電指令所は当社エリアの安定供給のための必要な運転予備力を

確保した上で協力する。 

(3)広域需給調整 

調整力コストの低減を目的として，需給調整市場で調達した電源等を含めエリア間の調整力の相互活用

し、インバランスネッティグおよび広域メリットオーダーを実施する。 

 

８.８ 小売電気事業者への供給能力確保の要請 

中央給電指令所は次の場合に小売電気事業を営む者へ供給能力を確保するよう要請することができる。 

・小売供給を営む者が電気事業法に規定する必要な供給能力を確保していないと認められる場合 

ただし，以下の状況時に需給・周波数の安定運用のために，小売電気事業の用に供する発電者の電源等出

力増加または出力抑制，遮断の給電指令を行った場合や，小売電気事業を営む者が供給する需要者に対する

需要抑制や負荷遮断の給電指令を行った場合は除く。 

 

・需給ひっ迫時 

・下げ代不足時 

・周波数異常低下時 

・周波数異常上昇時 など 

 

８.９ 記録の報告 

・担当給電所は、指令範囲内における融通地点の電力実績について，中央給電指令所に報告する。中央給 

電指令所は、報告された実績を需給自動制御システムに取り込む。 

 ・中央給電指令所は、テレメータ情報欠落等で必要な場合、関係箇所から発電実績を受領し、需給自動制  

御システムに取り込む。 

・中央給電指令所は，当社が電源Ⅰ・電源Ⅱとして調達した電源等の以下の需給運用にかかわる事項につ 

いて，発電者および発電契約者より受領する。 

 

・系統切替 
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・火力発電所の燃料切替 

・運転状況，並・解列時間，作業実施状況 

・LNG 受入れに伴う火力発電所の運用制約状況 

・大雨等による揚水発電所ダム警戒時態勢および運用制約 

・その他需給運用上必要な事項 

 

９ 周波数調整 

９.１ 平常時の周波数調整 

９.１.１ 平常時の周波数調整の考え方 

中央給電指令所は，需要の動向および地域間連系線の潮流変化にあわせて当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約を

している電源等,需給調整市場の調達電源等の制御箇所に対して出力増加または抑制・停止の指令を行い，

当社エリアの需要と発電力との均衡を維持する。さらに，中央給電指令所は，原則として系統容量の１～

２％程度のＡＦＣ容量を確保して，当社が採用する定周波数制御方式（ＦＦＣ）により当社エリアの需要

変動に応じて出力指令値を補正し，周波数を標準周波数に維持するよう努めるため，周波数・時差に対し

て９.１.２のとおり常時の調整目標と調整範囲を定める。 

なお，朝の立ち上がりなど需要の急変時にも周波数を標準周波数に維持するよう十分な周波数調整能力

の保持に努める。 

また，配電事業エリアにおける需給管理のための調整力確保や周波数調整等の業務については当面の間，

オフグリッド運用時以外は一般送配電事業者が委託を受け行うこととする。 

 

９.１.２ 常時の調整目標と調整範囲 

常時の周波数調整は標準周波数（５０Ｈｚ）を目標とする。 

なお，常時の周波数・時差の調整範囲は以下のとおりとする。 

(1)常時の周波数の調整範囲 

５０．０±０．２Hz  以内 

(2)常時の時差の調整範囲 

±１５秒  以内 

 

９.１.３ 中央給電指令所の出力指令 

中央給電指令所は，周波数・時差の調整のため，電源等の制御箇所へ電源等出力などの給電指令を行

う。 

なお，平常時の周波数調整に関わる給電指令は，当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約をしている電源等,需給調

整市場の調達電源等を対象とする。 

トラブル時は中央給電指令所より連絡をもらい、それぞれの契約書または運用申合書による運用とする 

 

９.１.４ 担当給電所の出力調整関連業務 

担当給電所は，以下のとおり出力調整関連業務を行う。 

(1)電源等の運転状況を把握するとともに，必要に応じて中央給電指令所の指令に基づき，電源等の制御

箇所へ出力調整に関する給電指令を行う。 

(2)中央給電指令所の指令による出力調整が担当電力系統内の系統運用，水系運用に支障を及ぼすか，又
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はそのおそれがある場合，中央給電指令所に連絡し協議のうえ処置する。ただし，緊急時には，必要

な処置を行った後，中央給電指令所にすみやかに報告する。 

９.２ 異常時の周波数調整 

９.２.１ 異常時の周波数調整の考え方 

中央給電指令所は，電源等の故障，需要の急変，系統故障により周波数が大幅に低下または上昇する，

あるいは常時の周波数の調整範囲を継続的に逸脱した場合，またはその懸念がある場合，電源等の出力増

加または出力抑制，遮断および需要者の需要抑制や負荷遮断を実施し電力系統の安定維持および電源等の

安定運転を行う。なお，処置においては，発電者の電源等の出力増加または出力抑制，遮断を優先するこ

とを基本とする。 

また，中央給電指令所は，周波数異常が広範囲に波及することを回避するため，必要に応じ，地域間連

系線を分離する。 

 

(1)発電者側への対応 

ａ 給電指令の考慮事項 

中央給電指令所は，給電指令の実施にあたって，出力変化速度，調整容量など機器の特性を考慮し

て，周波数の回復に効果的な発電者の発電機に対して出力増加または出力抑制，遮断の指令を行う。 

ｂ 給電指令の優先順位 

中央給電指令所は，出力増加または出力抑制，遮断の指令を当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約した電源等

に対して優先して実施するが，それでも周波数が常時の周波数の調整範囲を継続的に逸脱している場

合またはその懸念がある場合，それ以外の電源等に対して出力増加または出力抑制，遮断の指令を行

う。 

ｃ 他社エリアの電力系統に起因した周波数異常時の対応 

中央給電指令所は，他社エリアの電力系統に起因する周波数異常時に，当社が電源Ⅰ・電源Ⅱ契約

した電源等の出力増加または出力抑制，遮断により，自主的に周波数の回復に努める。 

 

(2)需要者側への対策 

中央給電指令所は，発電者側の対策を実施してもなお周波数が低下する場合あるいは発電者側の対

策を実施する余裕がないと認めた場合に，需要者に対して需要抑制や負荷遮断を実施する。なお，中

央給電指令所は，需要抑制や負荷遮断の実施にあたり，社会的影響を考慮すると共に，すべての事業

者を公平に扱う。 

 

(3)地域間連系線の分離 

中央給電指令所は，周波数の異常による電源等の連鎖的な解列が広範囲に波及することを回避する

ため，一定以上の周波数低下または上昇が一定時間以上継続した場合，地域間連系線を分離する。 

また、中央給電指令所は、地域間連系線を分離した場合、電力広域的運営推進機関に対し、速やか

に当該措置を行った事実及び理由を報告する。 
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９.２.２ 周波数異常低下時の調整 

電源等の故障，需要の急変，系統故障により，周波数が異常に低下した場合は，電力系統の安定維持

に大きな影響をおよぼすおそれがあるため，緊急対策を行う。 

(1)中央給電指令所は，以下の緊急対策を行い，周波数をすみやかに 48.5Hz 以上とし，以後すみやかに

周波数を常時の調整範囲に収めるよう努める。 

ａ 供給力増加による対策 

ｂ 需要抑制や負荷遮断による対策 

 

(2)周波数低下によって当社エリアから解列・自動遮断した電源等の制御箇所は，すみやかに系統への再

並列の準備を行い，準備終了後，担当給電所経由で中央給電指令所へすみやかに報告する。以後の処

置は，担当給電所経由の中央給電指令所の給電指令による。 

 

９.２.３ 周波数異常上昇時の調整 

需要の急変，系統故障により周波数が異常に上昇した場合は，電力系統の安定維持に大きな影響をお

よぼすおそれがあるため，緊急対策を行う。 

(1)中央給電指令所は，以下の緊急対策を行い，周波数をすみやかに 50.5Hz 以下とし，以後すみやかに

周波数を常時の調整範囲に収めるよう努める。 

ａ 需要等の増加による対策 

ｂ 供給力抑制による対策 

 

(2)周波数上昇によって当社エリアから解列・自動遮断した電源等の制御箇所は，すみやかに系統への再

並列の準備を行い，準備終了後，担当給電所経由で中央給電指令所へすみやかに報告する。以後の処

置は，担当給電所経由の中央給電指令所の給電指令による。 

 

９.２.４ 系統分離事故時の調整 

(1)基本的な考え方 

ａ 系統分離事故時は，原則として，本系統への再並列を給電指令する給電所が，調整給電所となる。

調整給電所は，分離系統内の供給力と需要の均衡の維持に努め，すみやかに本系統への再並列を

図る。 

ｂ 調整給電所は，分離系統の周波数や電圧を適性維持することが困難と判断される場合，あるいは，

分離系統を本系統へ並列させることが困難と判断される場合，電源等停止などを処置して分離系

統を一旦停電させた後，本系統から復旧を行う。 

 

 (2)分離系統の周波数調整 

調整給電所は，分離系統に関係する給電所や分離系統に接続する発･変電所等と相互に連絡のうえ，

以下の緊急対策を行い，分離系統の安定運転の維持に努める。 

ａ 分離系統の周波数が低い場合の対策 

(a)分離系統内の供給力の増加を図る。 

(b)分離系統内の需要抑制や負荷遮断を図る。 

ｂ 分離系統の周波数が高い場合の対策 
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(a)分離系統内の供給力の抑制を図る。 

(b)分離系統内の停電負荷は，負荷送電により分離系統の安定維持が図れる場合，分離系統を本系

統に再並列する前に，分離系統内から負荷送電を実施する。 

ｃ 系統分離時の事故波及によって，当社エリアから解列・自動遮断した電源等の制御箇所は，すみ

やかに系統への再並列の準備を行い，準備終了後，担当給電所経由で中央給電指令所へすみやか

に報告する。以後の処置は，担当給電所経由の中央給電指令所の給電指令による。 

 

９.２.５ 周波数回復後の処置 

(1)平常運用への復帰の給電指令 

中央給電指令所は，周波数を適正に戻すための措置の終了後，電力系統の安定運用の確保を優先し

つつ，給電指令を実施した発電者および需要者に対して平常運用への復帰の指令を行う。 

 

(2)事後説明 

中央給電指令所は，平常運用への復帰後，当該の発電者、需要者、発電契約者に対し，周波数の上

昇および低下の状況および実施した給電指令について説明を行う。 

 

１０ 電力広域的運営推進機関への報告 

電力広域的運営推進機関の調査・研究に必要な事項を報告する。 

項目 提出期限 

前年度周波数実績 

以下に示す変動幅に維持された時間の比率（時間滞在率） 

・50Hz±0.1Hz 以内 

・50Hz±0.2Hz 以内 

・50Hz±0.3Hz 以内 

・50Hz±0.3Hz 超 

毎年８月末 

その他 

電力需給の改善にあたり状況を継続的に確認することが

必要と考える事項 

(a)予備力および調整力の適切な確保量を検討するため，

周波数および需給バランスの調整に用いる発電機の確保

に関する状況 

(b)再生可能エネルギー電源の出力制約に関する情報 

(a) 

計画：当該年度の 

開始前 

実績：電力広域的運

営推進機関の

指定日 

(b) 

出力抑制を行った日

の属する月の翌月 

 

以  上 

©東京電力パワーグリッド株式会社 


